
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年５月２８日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 おくだけんじ

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

育児休業給付金の受け取り延長の厳格化について

厚生労働省は、令和７年４月より育児休業給付金を延長

して受け取るための条件の厳格化を決定した。育児休業お

よび育児休業の延長について本市の考えを問う。

⑴ 本市は、育児休業及び育児休業延長の状況を把握して

いるか。

⑵ 今回の厳格化は、保育所に入所する意思が無いにも関

わらず、育児休業給付金の延長を目的とした申込を行う

ことが自治体の負担増加につながっているという指摘が

理由になっているが、本市の状況はどのようか。

⑶ 本市は今回の厳格化について、どのような考えか。

２

児童手当について

⑴ 児童手当の申請を出生日の翌日から１５日以内に行え

ず、本来受給できる月分の児童手当が受け取れないケー

スはどの程度あるか。

⑵ 児童手当は電子申請が可能か。

⑶ 出生届と児童手当認定請求書の記入事項の違いは何

か。

⑷ 出生届と児童手当認定請求書の手続きを一元化しない

か。



３

定額減税及び臨時特別給付金について

⑴ 定額減税及び臨時特別給付金について、担当課の負担

はどのようか。

⑵ 定額減税及び臨時特別給付金について、市民や企業の

反応はどのようか。

⑶ 臨時特別給付金の申請状況はどのようか。

⑷ 定額減税及び臨時特別給付金の本市の対応について反

省点や改善点はどのようか。


